
議案第１２２号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

緊急執行を要した下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

  平成２５年９月４日提出

 さ いたま市長  清  水  勇  人

記

 平成２５年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）

- 5 -



専決第４６号

専  決  処  分  書

 平成２５年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

  平成２５年８月９日

  さ い たま 市長  清  水  勇  人

平 成 ２ ５ 年 度 さ い た ま 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （第 ４ 号 ）

平成２５年度さいたま市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５０，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４４６，９２３，４９１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「別表 歳入歳出予算補正」による。
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